
第Ⅴ章 ２．事業主が掛金を計算する方式 

Ⅴ－２－１ 

 

 

事業主が掛金を計算する場合における掛金額の登録から掛金の引落しまでの手続きを説明します。 

 

（１）概要 

・ 事業主は、毎月、各加入者の掛金の計算を行い、ＮＲＫに拠出対象者全員の掛金額を登録します。マ

ッチング拠出を導入している企業では、それに加えて加入者掛金も登録します。 

・ 加入者掛金額の変更については、弊社・ＮＲＫではチェックを行いませんので、事業主にて管理しま

す。 

・ 事業主がＮＲＫに掛金登録する手段には、大きく分けて帳票とデータファイルの２種類があります。 

・ データファイルは、ＮＲＫＷＥＢ事務システムのデータファイル送信画面より登録手続きを行います。(他

にデータ伝送等の手段もあります。) 

・ 事業主が掛金を計算する場合、弊社・ＮＲＫには掛金算出の基礎データがありません。従って、各加入

者の掛金額の正否判定はできませんので、事業主から通知を受けた金額を正当額として登録します。

以下に取扱いに関するいくつかの例を挙げます。 

 

【例】 

① 加入者として登録されていない者（「加入通知書兼運用指図書（ID 20018）」の提出がない者）に対して掛金

の登録依頼があった場合は、掛金を登録できませんのでエラーとなります。 

②ある加入者について、事業主から掛金が「０円」と通知があった場合、または、当月の掛金の対象としていない

場合（掛金データファイルや「掛金通知書」に氏名の記載がない場合）、弊社・ＮＲＫでは掛金を「０円」として登

録します。 

 

・ 原則として、前月と当月とで掛金額が変更になった加入者がいた場合でも、弊社及びＮＲＫからは変更内

容の確認連絡は行いません。事業主から通知のあった掛金額で登録します。 

・ 各加入者の毎月の掛金額をＮＲＫに登録するため、事業主は各加入者の掛金額を通知する書類（「掛金

通知書」）または掛金データファイルを、毎月１０日（銀行休業日の場合、前営業日）までに送付または送信

してください。 

・ ＮＲＫでは、帳票「掛金通知書」もしくはデータファイル「掛金データファイル」の「従業員番号」「カナ氏名」

をキー項目として掛金の登録処理を行います。 
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「従業員番号」「カナ氏名」が、既にＮＲＫに登録している内容と異なる場合、エラーとなり登録できません

ので、一致するように加入者属性（「従業員番号」「カナ氏名」）の変更を前もって実施してください。 

注意 
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（２）掛金データの登録 

①月間スケジュール（２５日拠出、休日取扱いが翌営業日の場合） 

事務内容の赤字(弊社より連絡があった場合のみ青字)の部分が事業主の対応事項です。 

事務内容 スケジュール 備考
1 月
2 火
3 水
4 木
5 金
6 土
7 日
8 月
9 火

10 水
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金 　　　異動通知〆切日 毎月２０日(休日の場合は前営業日） 当月分の加入者の異動を通知します。
20 土 　　　【帳票提出】　「加入通知書兼運用指図書」等
21 日 　　　【ＮＲＫＷＥＢ事務システム】
22 月 　　　　　　　　・加入者資格喪失
23 火 　　　　　　　　・加入者拠出中断・再開
24 水 　　　　　　　　・属性変更
25 木 　　　　　　　　・所属企業変更　等
26 金
27 土
28 日
29 月
30 火
1 水
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木

10 金 掛金データ送信 毎月１０日 【ＮＲＫＷＥＢ事務システム】拠出対象者全員分の掛金データを
11 土 送信します。
12 日 　※データ伝送の場合は、提出日が異なる場合があります。
13 月 　　異動結果のお知らせ （ＮＲＫ→）１０日作成、発送 「掛金のお知らせ(異動者別明細）」
14 火 →前月の異動者を通知するもので、金額の記載はありません。
15 水
16 木
17 金
18 土
19 日
20 月 　　　エラー対応期間 エラー内容について連絡しますので、至急対応して下さい。
21 火
22 水
23 木 　修正データ送信〆切 拠出日の２営業日前の17：00まで
24 金 掛金の入金 拠出日の前営業日 拠出予定金額(合計）を確認し、指定口座へ入金してください。
25 土
26 日
27 月 拠出日 7：00・13：00に自動引落処理 引落不能の場合、事業主に状況確認の連絡をします。

当月

翌月

日程

 

・異動関係の通知や掛金データの送信は、締切日が休日の場合、前営業日になります。 

・拠出日が休日の場合の前営業日・翌営業日の設定は、プランにより異なります。 

 
 
データの全加入者の掛金が全て登録完了した場合、 
還元帳票はありません。 
事業主から通知のあった金額が実際に拠出する金額となります。 
（ＮＲＫＷＥＢ事務システムにログインし、拠出予定金額(合計)を確認できます。） 
 
ただし、掛金の引き落としをプラン単位で行っている場合には、 
「掛金のお知らせ(合計・事業所別明細）」を口座引落し企業に送付します。 
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②「掛金データ」提出期限 

拠出対象月の翌月１０日（休日の場合は、前営業日）までに必ず提出してください。 

スケジュールを確認し、送信もれのないよう注意してください。 

※データ伝送で登録される場合は、事前に定めた送信日に必ず送信してください。 

③ＮＲＫＷＥＢ事務システムによるデータファイル送信 

【ファイル種別について】 

データ種類・ファイル形式 内容 

掛金データ 

（ＣＳＶファイル※） 

・毎月の掛金を事業主で計算する方式を選択した事業主が掛金を

登録するためのデータです。 

・当データファイルについては当月分を翌月の１０日までに送信して

ください。（例 ４月分（５月２５日拠出）の場合は５月１０日まで） 

・エラー等でデータの一部を修正して再送信する場合は、該当デー

タのみでなく改めて全データを送信する必要がありますので注意し

てください。 

※ＣＳＶファイル 

   ・  データをカンマ(",")で区切って並べたテキストファイルのことを指します。 

・ Ｅｘｃｅｌで作成したデータファイルを保存する際に、ファイルの種類「ＣＳＶ（カンマ区切り）」を選択すると、そ

のデータはＣＳＶファイルとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. データファイル送信方法 

ア．「データ種別」のプルダウンより、「掛金データ」を選択します。 

イ．参照をクリックすると吹出し内の画面が表示されますので、送信するデータファイルを指定します。 

 

 

・ ＮＲＫＷＥＢ事務システムから送信したデータの反映は、原則としてデータ送信の翌営業日となるた

め、必要なデータ送信をしたにもかかわらず、エラーが発生するケースもあります。エラーが発生し

た場合には、エラー内容を確認のうえ、不明な場合は、確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡

してください。 

・ 事業主から当日１７：００までにエラーなく送信されたデータは、当日中にＮＲＫで処理されますが、 

１７：００以降に送信されたデータは、原則として翌営業日にＮＲＫで処理されますので注意してくださ

い。 

・ 大量のデータを送信する場合はデータチェックに時間がかかる場合があります。 

・ 異動データについては毎月２０日を締切としていますが、２０日以降に送信された場合には、掛金デ

ータの送信までに反映されずにエラーとなる場合もありますので、注意してください。 

注意 
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ウ．送信するデータファイルを確認した後、開く(O)をクリックします。 

エ．「処理指定日」は「直近の処理可能日を自動で設定する。」を選択します。 

オ．はいをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ．選択 

 

エ．選択 

ア．「掛金データ」を選択 

イ．クリック 

ウ．クリック 
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カ．はいをクリックすると、以下の確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、「ＯＫ」をクリック 

します。 

キ．データファイルが送信され、受付チェックが開始されます。 

 

 

 

☛データチェック結果のお知らせと確認方法 

データチェックの処理終了後、「メール」もしくは「確定拠出年金業務に関するお知らせ」にて、処理が終了し

た旨のお知らせをいたします。 

その後、「データ送信状況照会」の画面より、データチェックの結果を確認することが可能となります。 

また、エラーが発生した際や、取り消しを行う際の手続きについても「データ送信状況照会」の画面より行いま

す。（詳細はⅡ―５－６ データ送信状況照会をご参照ください。） 

キ．ステータスを確認 

（チェック中） 

カ．クリック 
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b. データ送信状況照会 

ア. 「受付状況」欄 

データの受付状況を確認することができます。 

受付結果を確認し、「エラー」もしくは「エラー（送信可）」と表示されている場合は、別途手続きが

必要となります。また、内容確認をクリックすると、受付結果リストが表示され、詳細を確認するこ

とができます。 

 

☛ 受付結果に表示される項目と内容 

項目 内容 

正常 正常にデータが送信されます。「エラー」「エラー（送信可）」欄は空欄になりま

す。 

エラー データが送信されません。内容確認をクリックし、エラーの詳細を確認のうえ

データを修正し、再度データの送信を行います。 

エラー（送信可） 登録済のデータとの不整合がある、もしくはその可能性があることを注意喚起

しております。内容の確認を行い、問題が無ければ画面下に表示される送信

をクリックします。エラー箇所を修正する場合は取消をクリックし、データを修

正のうえ再度データの送信を行います。 

 

 

受付結果 

掛金データ        
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イ. 「処理状況」欄 

受付後、ＮＲＫに送信されたデータの処理状況を確認することができます。 

処理結果を確認し、「エラー」と表示されている場合は、別途手続きが必要となります。 

 

☛ 処理結果に表示される項目と内容 

項目 内容 

正常 正常にデータが処理されます。内容確認やダウンロードのボタンは表示され

ません。 

エラー データが処理されません。内容確認をクリックし、エラーの詳細を確認し、必

要であれば再度データの送信を行います。 

 

 

【掛金データ送信時にエラーとなった場合の対応方法】 

エラーメッセージをご確認の上、対応いただき、再度掛金データ（全件）を送信してください。 

対応方法が不明な場合は、確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください。 

 

 

 

処理結果 

掛金データ        



第Ⅴ章 ２．事業主が掛金を計算する方式 

Ⅴ－２－８ 

④「掛金のお知らせ」の参考通知 

拠出対象月の加入者の新規登録・異動結果などを記載した帳票「掛金のお知らせ（異動者別明細）（ID 

LPBC0007）」もしくは「掛金のお知らせ（異動者別明細）＜加入者掛金導入企業用＞ （ＩＤ LPBC0025）」を拠

出対象月の翌月１０日に作成し、ＮＲＫから事業主に送付します。 

新規加入者・資格喪失者などの異動者を参考までに連絡する帳票のため、金額欄は空欄のままとなっていま

す。掛金登録作業の参考資料として使用してください。 

 

 

⑤拠出限度額超過者のチェック 

 イ．拠出限度額が月単位で定められている場合 

拠出限度額超過者が発生した場合、ＮＲＫは、該当者の掛金額を強制的に拠出限度額に修正したうえで、そ

の結果を「拠出限度額超過者のお知らせ（LPBC0001）」で事業主に通知します。 

マッチング拠出を導入している企業で、拠出限度額超過者が発生した場合は、以下の通りに事業主掛金、加

入者掛金を修正したうえで、その結果を「拠出限度額超過者のお知らせ＜加入者掛金導入企業用＞（ＩＤ 

LPBC0022）」で、事業主に通知します。 

a. 拠出限度額超過 

事業主掛金額と加入者掛金額の合算値が拠出限度額を超過する者については、合算値が拠出限

度額になるまで、加入者掛金額、事業主掛金額の順に減額します。 

b. 事業主掛金超過 

加入者掛金額が事業主掛金額を超過する場合は、加入者掛金額を事業主掛金額まで減額します。 

 

「拠出限度額超過者のお知らせ（LPBC0001）」もしくは「拠出限度額超過者のお知らせ＜加入者掛金導入企

業用＞（ＩＤ LPBC0022）」を受領した場合は、該当者の拠出限度種別、もしくは掛金額に誤りがないか確認し

てください。 

誤りがあった場合は弊社に連絡し、正当な情報に基づいて、速やかに修正手続きを行ってください。 

 

【例１】 

拠出限度種別が「５（拠出限度額２７，５００円）」で登録済の加入者の掛金を４０，０００円で通知した場合、ＮＲ

Ｋは、いったん強制的に２７，５００円に修正して登録します。その後ケースに応じて事業主が行う処理は以下

のとおりです。 

 

・ 加入者拠出限度種別が誤っていた場合 

a. データによる修正→ＮＲＫＷＥＢ事務システムの｢加入者業務｣画面より「給与・ポイント情報を登録する」を選

択し、対象者の加入者拠出限度種別を「５」から「４（拠出限度額５５，０００円）」に変更します。 

翌営業日、「データファイル送信」画面より再度、掛金データ(全件)を送信します。 

b. 帳票による修正→帳票「給与・ポイント変更通知書（ID 20031）」（拠出限度種別を「５」から「４」に修正する

ため）と、帳票「掛金通知書（ID 30003）」（２７，５００円になった当月の掛金を４０，０００円に再修正するた

め）を、セットで提出します。 
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・ 掛金の登録が誤っていた場合（例えば、２０，０００円が正当だった場合） 

a. データによる修正→データに設定されている対象者の掛金額を修正のうえ、「データファイル送信」画面より

再度、掛金データ(全件)を送信します。 

b. 帳票による修正→「掛金通知書（ID 30003）」（当月の掛金を２０，０００円に再修正するため）を提出しま

す。 

 

【例２】 

マッチング拠出導入企業で、拠出限度種別が「５（拠出限度額２７，５００円）」で登録済の加入者の掛金を、事

業主掛金１６，０００円、加入者掛金１３，０００円で通知してきた場合、ＮＲＫは、いったん強制的に事業主掛金

１６，０００円、加入者掛金１１，５００円に修正し登録します。その後ケースに応じて事業主が行う処理は以下の

とおりです。 

 

・ 加入者拠出限度種別が誤っていた場合 

a. データによる修正→ＮＲＫＷＥＢ事務システムの｢加入者業務｣画面より「給与・ポイント情報を登録する」を選

択し、対象者の加入者拠出限度種別を「５」から「４（拠出限度額５５，０００円）」に変更します。 

翌営業日、「データファイル送信」画面より再度、掛金データ(全件)を送信します。 

 

b. 帳票による修正→帳票「給与・ポイント変更通知書（ID 20031）」（拠出限度種別を「５」から「４」に修正する

ため）と、帳票「掛金通知書（加入者掛金導入企業用）（ID 30008）」（１１，５００円になった当月の加入者

掛金を１３，０００円に再修正するため）を、セットで提出します。 

 

・ 掛金の登録が誤っていた場合（例えば、事業主掛金が８，０００円、加入者掛金が８，０００円が正当だった場

合） 

a. データによる修正→データに設定されている対象者の掛金額を修正のうえ、「データファイル送信」画面よ

り再度、掛金データ(全件)を送信します。 

 

b. 帳票による修正→「掛金通知書（加入者掛金導入企業用）（ID 30008）」（事業主掛金１６，０００円、加入者

掛金１１，５００円で強制登録された当月の掛金を事業主掛金８，０００円、加入者掛金８，０００円に再修正

するため）を提出します。 

 

ロ．拠出限度額が年単位で定められている場合 

１２月分掛金（１月拠出）から、毎月の拠出限度の累計と前月までの掛金額累計の差額が拠出限度額（入金可

能額）になります。 

NRK は、掛金を登録する際に、加入者毎にその月（拠出区分期間の各月）の入金可能額を算出し、それを超

過していないかチェックを行います。拠出限度額超過者の掛金額は、一旦強制的に入金可能額に修正した上

で、その結果を「拠出限度額超過者のお知らせ（LPBC0001）」で企業にお知らせします。 
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⑥還元帳票 

データの全加入者の掛金がすべて無事に登録完了した場合は、特に還元帳票はありません。 

ただし、「掛金通知書（ID 30003）」もしくは「掛金通知書（加入者掛金導入企業用（ID 30008）」によって修正

の手続きを行った場合は、「掛金のお知らせ（異動者別明細）（ID LPBC0007）」または「掛金のお知らせ（異動

者別明細）＜加入者掛金導入企業用＞ （ＩＤ LPBC0025）」を事業主宛に送付します。 

掛金の取りまとめ及び口座引落し単位がプラン単位の場合には、「掛金のお知らせ（合計・事業所別明細） 

（ID LPBC0033）」(金額の記載有)を口座引落し企業に送付します。毎月の初回作成時以降にプランの各事業

主で掛金額に修正・変更等が生じた場合、ＮＲＫは、その都度作成し直して掛金取りまとめ企業に送付しま

す。 

なお、ＮＲＫWEB 事務システムにログインして加入者ごとの事業主掛金額、加入者掛金額、掛金総額を確認

することが可能です。（毎営業日、情報は更新しています。） 

 

 

 

（３）「事業主が掛金を計算する方式」の掛金の修正 

掛金の修正は、事業主が弊社（ＮＲＫ）に対して掛金登録を依頼した後に、掛金額が誤っている事が判明し

た場合などに行う処理です。 

「加入者情報の異動の書類」を提出し、加入者登録情報の変更を行うだけでなく、掛金額を修正する手続

きが必要です。 

 

①概要 

事業主が掛金を計算し、ＮＲＫに「掛金データファイル」を送信した後に、加入者の異動処理等、掛金の変更

を要する事象が発生した場合、修正書類(もしくは修正データ)の提出期限までに間に合う範囲内で掛金修正

を行うことができます。 

【掛金の修正を行う例】 

１０月分の「掛金通知書（ID 30003）」（もしくは「掛金データ」）を提出後、以下のケースが判明した。 

・ １０月１日に加入した者の「加入通知書兼運用指図書（ID 20018）」の提出がもれていた場合 

・ 復職し、１０月分から拠出再開させる加入者の拠出再開通知がもれていた場合 

・ １０月５日に資格喪失年齢に到達し、資格喪失した者が掛金データに含まれていた場合 

 

 

 

 

 

 

 

事態判明の時期・事態内容によっては、修正手続きが間に合わない場合がありますのでご了承くださ

い。 

注意 
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②事務手続きの流れ 

掛金の修正を行う場合は、｢企業型送付状（ID 40028）｣に帳票「掛金通知書（ID 30003）」もしくは「掛金通知

書（加入者掛金導入企業用）（ID 30008）」と加入者の異動処理を行う入力帳票（例：帳票「加入者資格喪失

通知書（ID 20021）」など）を添付し、急ぎ弊社へ送付してください。 

多くの場合、日数的な余裕はなく、事業主での帳票起票・押印後にＦＡＸ（必ず事前に弊社へ電話連絡のう

え）対応することになります。 

この場合は、｢企業型送付状（ID 40028）｣のＦＡＸ送信済欄に必ず□レ を記入してください。  

また、ＦＡＸ送信後は、本紙を速やかに弊社へ送付してください。 

 

該当者の内容のみで「掛金通知書（ID 30003）」もしくは「掛金通知書（加入者掛金導入企業用）（ID 

30008）」を作成して提出する取扱いも可能です。ただし、その場合も掛金合計欄には、全加入者分の合計金

額を記入してください。「掛金通知書（加入者掛金導入企業用）（ID 30008）」を作成した場合は、事業主掛金

合計、加入者掛金合計、掛金合計欄は、全加入者分の合計金額を記入してください。 

 

「掛金データファイル」でも掛金の修正が可能です。ただし、全加入者分を送信することが必要です。多くの場

合、日数的な余裕はなく、対応は急を要するため必ず事前に弊社へ電話連絡のうえ、対応してください。  

なお、併せて加入者の異動処理を行う入力帳票を送付する必要がある場合、データファイル登録処理に先だ

って異動帳票登録をする必要があるため、必ず事前に弊社まで電話連絡のうえ、送付してください。 

 

③修正書類・データの提出期限 

修正帳票は、拠出日の６営業日前の正午までに弊社に必着で送付してください。 

修正の「掛金データファイル」をＮＲＫＷＥＢ事務システムで送信する場合 

⇒事前に連絡のうえ、拠出日の２営業日前の１７：００までにデータファイルを送信してください。 

 

 

④還元帳票 

前述の通常処理の場合と同様です。 

掛金の掛金払込単位がプラン単位の場合には、「掛金のお知らせ（合計・事業所別明細）（ＩＤ LPBC0033」を

掛金取りまとめ企業に送付しますが、修正日や郵便事情によっては拠出日までに到着しないケースがあります

ので、このような場合は、掛金の修正を行った事業主が必ず掛金取りまとめ企業に修正前と修正後の掛金額・

人数を連絡してください。 

なお、ＮＲＫＷＥＢ事務システムにログインして、加入者ごとの事業主掛金額、加入者掛金額、掛金総額を確認

することも可能です。（毎営業日、情報は更新しています。） 

 


